
雇用環境・均等室一同よりご挨拶申し上げます。
「本年もよろしくお願いいたします！」
皆さま、新年初めに「一年の目標」を掲げ、その達成に努力さ

れることと思います。
私共も年度当初に県内事業主の皆様から女性活躍推進法に基づ

く一般事業主行動計画の策定・届出の取組が進むように「えるぼ
し便り」を発行してきましたが、今回の【№５】が年度最終号と
なります。

最終号は一般事業主行動計画の策定・届出の手順の再確認と事業主の皆さまに目
指していただきたい、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」「プラチナえるぼ
し認定」について取り上げます。

１ 状況把握・課題分析

２ 一般事業主行動計画策定、社内周知、外部公表

基礎項目

①採用した労働者に占める女性労働者の割合（雇用管理区分別）

②男女の平均継続勤続年数の差異（雇用管理区分別）

③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

④管理職に占める女性労働者の割合

★一般事業主行動計画策定・届出の手順

※自社の実績
に応じて、基
礎項目の他に
任意で選択項
目の把握する
ことも推奨さ
れます。

行動計画策定【ポイント】 ※状況把握、課題分析を踏まえて
（a）計画期間：おおむね２年～５年（b）目標：１つ以上の数値で定める
（c）取組内容 （d）取組の実施時期

社内周知【方法】＊事業所の見やすい場所＊書面で配布
＊電子メールでの送信＊イントラネットへの掲載など

外部公表【方法】＊「女性活躍推進企業データーベース」＊自社HPなど

女性の活躍に向けた課題の中でとりわけ多くの企業に該当する課題である、
「女性の採用の少なさ」「第一子出産前後の継続就業の困難さ」「男女を
通じた長時間労働による仕事と家庭の両立の難しさ」、また女性の活躍を
図る重要な一指標である「管理職に占める女性比率」について状況把握、
課題分析を行う観点から基礎項目（必ず把握すべき項目）として以下の項
目が定められています。



☆編集後記 担当より

『一月往ぬる二月逃げる三月去る』正月から三月までは行事
が多く、あっという間に過ぎてしまうことを言い表した言葉で
す。改正女性活躍推進法（一般事業主行動計画策定義務が労働
者数101人以上に拡大）が令和４年4月1日から施行となります。
「まだ時間がある、３月末までに届出すれば大丈夫！」と思っ
ていませんか？早めの届出をお勧めします。行動計画策定にお
けるご不明点が生じた場合や策定過程において、「えるぼし認
定」の可能性があるかも？と思ったら、お気軽に雇用環境・均
等室へご連絡ください。

【編集発行】愛媛労働局 雇用環境・均等室
790-8538 愛媛県松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎

TEL：089-935-5222 FAX：089-935-5210

★「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」の取得を目指しましょう！

♦５つの評価項目♦
１．採用
２．継続就業
３．労働時間等の働き方
４．管理職比率
５．多様なキャリアコース

♦えるぼし認定♦
３段階目（３つ星）
５つの項目全てを満たす
２段階目（２つ星）
３つ又は４つの項目を満たし、
満たさない項目についても
２年以上連続してその実績が
改善されている

１段階目（１つ星）
１つ又は２つの項目を満たし、
満たさない項目についても
２年以上連続してその実績が
改善されている

♦プラチナえるぼし認定♦
えるぼし認定企業であって、
高い基準値の５つの項目全て
を満たす

「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」の詳細については、下記HPを
ご覧ください

＼女性活躍推進法特集ページ／
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

３ 情報公表、労働局への届出

♦えるぼし認定♦
５つの評価項目のうち、基準を満たす項
目数に応じて３段階の認定があります。
♦プラチナえるぼし認定♦
えるぼし認定を受け、さらに高い基準値
が設定されている（注１）５つの評価項
目の基準を全て満たしていることが要件
となります。
（注１）下記２.と４.の項目については
「えるぼし認定」よりも高い基準

情報公表：自社の女性活躍に関する情報を公表すること
★自社の選択した項目１つ以上 ★おおむね年１回以上の更新

労働局への届出
行動計画を策定・変更したら郵送、持参、電子申請により届出


